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外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（抄）
（外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定）（2018年12月25日）
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○ 社会保険への加入手続に関し、事業主の呼出し、訪問指導、立入検査等による計画的な事業所指導を

実施するなど、外国人を雇用する事業所や雇用されている外国人に対する社会保険への加入促進の取

組を重点的に推進する。

○ 地方入国管理官署における外国人の在留資格変更・在留期間更新時や、ハローワークにおける求人

受理時等において、関係行政機関が連携を図ることにより、外国人雇用事業所や外国人の社会保険へ

の加入促進に取り組む。

このため、新たな在留資格による外国人について、特定技能外国人の受入れに関する審査に当たり、

社会保険制度上の義務の履行状況などを確認することとし、過去にその納付すべき社会保険料を一定

程度滞納するなどした受入れ機関については受入れを認めないこととする。また、上陸許可や在留資格

変更許可等をした外国人の身分事項や所属機関の情報及びその帯同家族の情報を法務省から厚生労

働省等に提供し、関係機関において、当該情報を活用しながら所要の確認や適用、必要に応じた加入

指導等を行うことにより、社会保険の加入促進に取り組む。加えて、国民健康保険・国民年金について

は、保険料を一定程度滞納した者からの在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を不許可と

する等の対策を講ずる。上記の新たな在留資格における法務省から厚生労働省等への情報提供等や

在留期間更新許可申請等に係る取組については、その他の在留資格を有する外国人についても、今後、

同様の措置を講ずることを検討する。

＜医療保険・公的年金関係部分の抜粋①＞



外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（抄）
（外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定）（2018年12月25日）
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○ 医療保険の適正な利用の確保のため、健康保険の被扶養者や国民年金第３号被

保険者の認定において、原則として国内に居住しているという要件を導入する。ただ

し、留学生や海外赴任に同行する家族など一時的に国外に居住し、国内に生活の

本拠がないとまではいえないケースなど、一定の例外を設ける。その際、いわゆる

「医療滞在ビザ」で来日して国内に居住する者については、国民健康保険と同様に

健康保険の対象としないこととする。なお、制度改正が実施されるまでの間について

は、平成30 年３月から実施している被扶養者の認定方法を公的書類等による認定

に統一化する取組のフォローアップを行いつつ、引き続き厳格な認定を行う。

＜医療保険・公的年金関係部分の抜粋②＞



１．オンライン資格確認の導入 【健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律（高確法） 】
・ オンライン資格確認の導入に際し、資格確認の方法を法定化するとともに、個人単位化する被保険者番号について、個人情報保護の観点から、健康
保険事業の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止（告知要求制限）する。

２．オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】

３．NDB、介護DB等の連結解析等 【高確法、介護保険法、健康保険法】
・ 医療保険レセプト情報等のデータベース（ＮＤＢ）と介護保険レセプト情報等のデータベース（介護ＤＢ）について、各DBの連結解析を可能とするととも
に、公益目的での利用促進のため、研究機関等への提供に関する規定の整備（審議会による事前審査、情報管理義務、国による検査等）を行う。
（DPCデータベースについても同様の規定を整備。）

４．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施等 【高確法、国民健康保険法、介護保険法】
・ 75歳以上高齢者に対する保健事業を市町村が介護保険の地域支援事業等と一体的に実施することができるよう、国、後期高齢者医療広域連合、市
町村の役割等について定めるとともに、市町村等において、各高齢者の医療・健診・介護情報等を一括して把握できるよう規定の整備等を行う。

５．被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化 【健康保険法、国民年金法、国民健康保険法】
⑴ 被用者保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、原則として、国内に居住していること等を追加する。
⑵ 市町村による関係者への報告徴収権について、新たに被保険者の資格取得に関する事項等を追加する。

６．審査支払機関の機能の強化 【社会保険診療報酬支払基金法、国民健康保険法】
⑴ 社会保険診療報酬支払基金（支払基金）について、本部の調整機能を強化するため、支部長の権限を本部に集約する。
⑵ 医療保険情報に係るデータ分析等に関する業務を追加する（支払基金・国保連共通） 。
⑶ 医療の質の向上に向け公正かつ中立な審査を実施する等、審査支払機関の審査の基本理念を創設する（支払基金・国保連共通）。

７．その他
・ 未適用事業所が遡及して社会保険に加入する等の場合に発生し得る国民健康保険と健康保険の間における保険料の二重払いを解消するため、所
要の規定を整備する。【国民健康保険法】

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等
の一部を改正する法律案（仮称）の概要

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設及びそ
の適切な実施等のために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金の創設、医療及び介護給付の費用の状況等に関する情
報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設、市町村において高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する枠組みの構築、
被扶養者の要件の適正化、社会保険診療報酬支払基金の組織改革等の措置を講ずる。

改正の趣旨

平成32年４月１日（ただし、１については公布日から２年を超えない範囲内で政令で定める日、２は平成31年10月１日、３並びに６⑵及び⑶は平成32年10
月１日（一部の規定は平成34年４月１日）、５⑵及び７は公布日、６⑴は平成33年４月１日）

施行期日

改正の概要
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2019年１月17日第117回社会保

障審議会医療保険部会資料３
より



（参考）関連閣議決定等
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①被扶養認定における国内居住要件

○健康保険の被扶養者の認定において原則として国内に居住しているという要件を導入

・被扶養者の要件に日本に住所を有する者であることを追加する

・留学生その他の日本に住所を有しないもののうち、日本に生活の基礎があると認められるものについても、
例外的に要件を満たすこととする

※例外となる者の詳細は省令で規定するが、留学生や海外赴任に同行する家族など、日本から海外への渡航理由に照ら
し、これまで日本で生活しており、今後再び日本で生活する蓋然性の高い者等を例示する予定

・いわゆる「医療滞在ビザ」等で来日して国内に居住する者を被扶養者の対象から除外する

※除外対象の詳細は省令で規定

②市町村における調査対象の明確化

・日本人を含む国保被保険者の資格管理等の観点から、市町村が関係者に報告を求めること等ができる対象と
して、被保険者の資格の得喪に関する情報を追加し、市町村における調査対象として明確化する

※関係者としては、例えば、外国人については、留学先である日本語学校等や経営管理を行う企業の取引先等、日本人につ
いては、勤務先である企業の雇用主等を想定。

グローバル化が進展する中、医療保険に関して、
・生活の拠点が日本にない親族までが健康保険の給付を受けることができるという在外被扶養者に関する課題

・本来加入資格を有しない外国人が、不正な在留資格により、国保に加入し給付を受けている可能性があるとい
う課題
が指摘されている。

５．被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化（法改正事項）

課題

対応

2019年１月17日第117回社会保障
審議会医療保険部会資料３より



医療保険と公的年金の適用関係の整理

医療保険
＜健康保険と国民健康保険により皆保険＞

年金
＜厚生年金保険と国民年金により皆年金＞

適用事業所
で働く者

健康保険の被保険者 厚生年金保険の被保険者
（国民年金第２号被保険者）

上記の者の
配偶者

被扶養者（配偶者）

・国内居住要件を導入（例外あり）
・「医療滞在ビザ」滞在者等を対象外

国民年金第３号被保険者

・国内居住要件を導入（例外あり）
・「医療滞在ビザ」滞在者等を対象外

上記以外の
者

・すでに「医療滞在ビザ」滞在者等は対象外

国民健康保険の被保険者
（※）

・「医療滞在ビザ」滞在者等を対象外

国民年金第１号被保険者
（※）

○今回の健康保険法・国民年金法の改正（案）で措置する内容（下線部分）。

一体的な適用

一体的な認定

（※）国民健康保険の被保険者と国民年金第１号被保険者については、すでに国内居住要件あり。

＜被用者保険＞

＜地域保険等＞

５



（参照条文）国民年金法（昭和34年法律第141号）

６

（被保険者の資格）

第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいず

れにも該当しないもの（厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）に基づく老齢を

支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて

政令で定めるもの（以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。）を受けることがで

きる者を除く。以下「第一号被保険者」という。）

二 厚生年金保険の被保険者（以下「第二号被保険者」という。）

三 第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持す

るもの（第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。）のうち二十歳以上

六十歳未満のもの（以下「第三号被保険者」という。）

２ 前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの

認定に関し必要な事項は、政令で定める。

３ 前項の認定については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十二条及び第

十四条を除く。）の規定は、適用しない。


